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 指定訪問介護事業所「まごころ」 

重要事項・サービス内容 説明書 
 

 あなたに対する訪問介護サービス提供開始にあたり，厚生省令第３７号第８条に基づいて，重要

事項とサービス内容について当事業者があなたに説明すべき事柄は次の通りです。 

 

１．事業所概要 
 

事業所名    指定訪問介護事業所「まごころ」 

所在地      常陸太田市稲木町３３番地 

電話番号    
ＴＥＬ０２９４（８０）７０００  

ＦＡＸ０２９４（７２）５４４９ 

提供サービス     訪問介護 

介護保険事業所番号  茨城県指定 ０８７１２０００７７ 号 

サービス提供地域   常陸太田市 

 

２．事業の目的と運営方針 
 

事業の目的 訪問介護の提供 

運営方針 

利用者が居宅において，心身の特性を踏まえ，その有する能力に

応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう生活全般にわたる援

助を行う。 

関係市町村，指定居宅介護支援事業者，他の指定居宅サービス事

業者，地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携のもと，総

合的なサービスの提供に努める。 

 

３．事業所窓口営業日及び営業時間 
 
   事務所の営業日及び営業時間は，次のとおりです。 

営業日 
月曜日 ～ 金曜日 

但し，祝祭日と１２月２９日から１月３日までは除く。 

営業時間 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

   但し，訪問介護員の派遣は毎日２４時間対応です。 

 

４．事業所の職員体制 
 

管理者 常勤１名 

サービス提供責任者 常勤２名 

訪問介護員 介護福祉士  ７名（常勤２名，非常勤５名） 

ヘルパー２級  ４名（常勤１名，非常勤３名） 
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５．提供するサービスの内容 
 

次のサービスのうち，ケアプランに従って提供します。 
 

《身体介護》 《生活援助》 

① 起床介助     ⑧ 入浴介助 

② 就寝介助     ⑨ 体位交換 

③ 排泄介助     ⑩ 服薬管理 

④ 食事介助     ⑪ 通院外出介助 

⑤ 整容介助     ⑫ その他 

⑥ 衣服の着脱     

⑦ 清拭 

① 調理 

② 掃除，洗濯 

③ 買い物 

④ 薬の受取 

⑤ 衣服管理 

⑥ ベットメイキング 

⑦ 布団干し 

 

６．訪問介護員の禁止行為 
 
  訪問介護員は，サービス提供にあたって，次に該当する行為は行いません。 

 

① 医療行為 

 

② 契約者もしくはその家族等の金銭，預貯金通帳，証書，書類などの預かり 

 

③ 契約者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受，飲食等のもてなし 

 

④ 契約者の家族等に対するサービスの提供 

 

⑤ 窓拭き（大掃除的なもの），草むしり，花の水やり，ペットの世話等 

 
⑥ 身体拘束その他利用者の行為を制限する行為（利用者または第三者の生命や身体を保

護するために緊急やむを得ない場合は除く） 
 
⑦ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動,政治活動,営利活動,その他迷惑行為 
 

 

 

７．利用料 

 

 身体介護中心型 

 
基本利用料 

利用負担金 

１割 ２割 ３割 

２０分未満 １，６３０円 １６３円 ３２６円 ４８９円 

２０分以上３０分未満 ２，４４０円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 

３０分以上１時間未満 ３，８７０円 ３８７円 ７７４円 １，１６１円 

１時間以上２時間未満 ５，６７０円 ５６７円 １，１３４円 １，７０１円 
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 生活援助中心型（引き続き算定をする場合） 

 基本利用料 利用負担金 

 １割 ２割 ３割 

２０分以上４５分未満 １，７９０円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

４５分以上７０分未満 ２，２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 

  

加算 

 基本利用料 利用負担金 

初回加算 ２，０００円 ２００円 

処遇改善加算Ⅲ  所定単位数×１８．２％ 

 

（１）訪問介護サービスが，介護保険の適用を受ける場合，原則として利用料の１割をお支払

い頂きます。ただし，まだ要介護認定を受けていない場合には，サービス利用金額の全

額をいったんお支払い頂きます。要支援または要介護の認定を受けた後，自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い） 

（２）当事業者は，あなたに対しサービスの提供日，当月の利用料などの内訳を記載した利用

料明細書・請求書を作成して翌月１５日までに送付します。 

（３）毎月の利用料は，翌月２５日に預金引き落としの方法とします。 

（他のお支払い方法をご希望の方は，お申し出ください。） 

 

８．キャンセル料 
 

訪問介護サービスをキャンセルした場合には，以下のとおりキャンセル料を頂きます。 

前日までのキャンセル 無料 

当日ヘルパー派遣後 交通費として一律３００円 

 

９．サービスの利用に関する留意事項 
 
（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に，担当の訪問介護員を決定します。ただし，実際のサービス提供にあ

たっては，複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。 

 

（２）契約者からの訪問介護員の交代の申し出 

選任された訪問介護員の交代を希望する場合には，当該訪問介護員が業務上不適当と認

められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして，事業所に対して訪問介護員の交

代を申し出ることができます。ただし，ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできませ

ん。 

 

（３）事業所からの介護員の交代の申し出 

事業所の都合により，訪問介護員を交代する事があります。訪問介護員を交代する場合

は契約者及びその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮しま
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す。 

（４）ヘルパー訪問時返答がない場合    

声かけ，電話などをしても返答がない時は中に入り安否確認をします。また家族へ連絡

をします。 

 

（５）備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気等を含む）は無償で使

用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただ

きます。 

 

１０．保険給付のための証明書の交付 
 

サービス提供記録・サービス提供証明書が必要な場合は，いつでも開示し，希望により交付

しますのでお申し出ください。 

 

１１．損害賠償について 
 
   事業所の責任により契約者に生じた損害については，事業所は速やかにその損害を賠償しま

す。ただし，物損につきましては，古くなったもの（耐用年数を超え，風化したもの等）の破

損についての保証は出来ません。破損の恐れのあるもの，破損を絶対に避けたいものにつきま

しては，片付けるなどの対処をお願いします。 

 

１２．虐待の防止 

   利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために，次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止責任者の選定 

虐待防止責任者  理事 笹川 雅之 

  （２）虐待防止のための指針の整備 

  （３）従業者に対する虐待防止を普及・啓発するための研修の実施 

  （４）成年後見制度の利用を支援 

 

１３．第三者による評価の実施状況 
 

  １ あり   実施日    ：  年  月  日 

         評価機関名称 ： 

         結果の開示  ： 1 あり  2 なし 

  ２ なし 
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１４．苦情申し立て窓口 
 

常陸太田市社会福祉協議会 

『ご利用者相談窓口』 

窓口担当者       

総務グループ長 井上 佳信 

常陸太田市稲木町３３ 

電話：０２９４－７３－１７１７ 

（平日８：３０～１７：００） 

ＦＡＸ：０２９４－７２－５４４９ 

メールアドレス：shakyou@axel.ocn.ne.jp 

生天目 操（第三者委員） 

 

常陸太田市下利員町１０５２ 

電話：０２９４－７６－１３５８ 

斎藤 広美（第三者委員） 常陸太田市徳田町１５００-１ 

電話：０２９４－８２－２６９７ 

常陸太田市 高齢福祉課 

常陸太田市金井町３６９０ 

電話：０２９４－７２－３１１１ 

（平日８：３０～１７：００） 

ＦＡＸ：０２９４－７０－１６００ 

茨城県国民健康保険団体 

連合会 介護保険課 

水戸市笠原町９７８－２６ 

電話：０２９－３０１－１５６５ 

（平日９：００～１７：００） 

ＦＡＸ：０２９－３０１－１５８０ 

メールアドレス：kaigo@ibaraki-kokuhoren.or.jp 

 

 

私は，本書面に基づいて説明を受けたことを確認します。 

 

    令和   年   月   日 

 

 

                 氏名            

 

署名代行者  氏名             

 

 

 

連絡先電話番号 ８０‐７０００   
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介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防型訪問サービス）

重 要 事 項 ・ サ ー ビ ス 内 容 説 明 書 
 

 あなたに対する介護予防型訪問サービス提供開始にあたり，常陸太田市指定生活支援型訪問サー

ビス及び指定ミニデイ型通所サービスの事業の人員，設備及び運営並びに介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める要綱第９条に基づいて，重要事項とサービス内容について当事

業者があなたに説明すべき事柄は次の通りです。 

１．事業所概要 
 

事業所名    指定訪問介護事業所「まごころ」 

所在地      常陸太田市稲木町３３番地 

電話番号    
ＴＥＬ０２９４（８０）７０００  

ＦＡＸ０２９４（７２）５４４９ 

提供サービス     介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防型訪問サービス） 

介護保険事業所番号  第０８７１２０００７７ 号 

サービス提供地域   常陸太田市 

 

２．事業の目的と運営方針 
 

事業の目的 第１号訪問事業の提供 

運営方針 

利用者が居宅において，心身の特性を踏まえ，その有する能力に

応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう生活全般にわたる援助

を行う。 

関係市町村，指定居宅介護支援事業者，他の指定居宅サービス事

業者，地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携のもと，総

合的なサービスの提供に努める。 

 

３．事業所窓口営業日及び営業時間 
 
   事務所の営業日及び営業時間は，次のとおりです。 

営業日 
月曜日 ～ 金曜日 

但し，祝祭日と１２月２９日から１月３日までは除く。 

営業時間 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

   但し，訪問介護員の派遣は毎日２４時間対応です。 

 

４．事業所の職員体制 
 

管理者 常勤１名 

サービス提供責任者 常勤２名 

訪問介護員 介護福祉士  ７名（常勤２名，非常勤５名） 

ヘルパー２級  ４名（常勤１名，非常勤３名） 
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５．提供するサービス 
 

次のサービスのうち，ケアプランに従って提供します。 

《生活援助》 

① 調理  ② 掃除，洗濯  ③ 買い物  ④ 薬の受取  ⑤ 衣服管理 

⑥ベッドメイキング  ⑦布団干し 

 

 ☆介護予防型訪問サービスは，自立支援の観点から，利用者ができる限り自ら家事等を行う

ことができるように支援することを目的としています。そのため，上記のサービスは，例えば

利用者が行う調理を訪問看護員が見守りながら一緒に行うなど，利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によって行います。 

 

６．訪問介護員の禁止行為 
 
  訪問介護員は，サービス提供にあたって，次に該当する行為は行いません。 

 

① 医療行為 

 

② 契約者もしくはその家族等の金銭，預貯金通帳，証書，書類などの預かり 

 

③ 契約者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受，飲食等のもてなし 

 

④ 契約者の家族等に対するサービスの提供 

 

⑤ 窓拭き（大掃除的なもの），草むしり，花の水やり，ペットの世話等 

 
⑥ 身体拘束その他利用者の行為を制限する行為（利用者または第三者の生命や身体

を保護するために緊急やむを得ない場合は除く） 
 
⑦ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動,政治活動,営利活動,その他迷惑

行為 
 

 

 

７．利用料 

    

料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防ケアマネジメントにおいて位置づけられた支給区

分によって次のとおりとなります。 

支給区分 週１回程度 週２回程度 週３回程度 

利用料金（月額） １１，７６０円 ２３，４９０円 ３７，２７０円 

サービス利用に係る

自己負担額（１割） 
１，１７６円 ２，３４９円 ３，７２７円 
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加  算 初回加算（初回のみ） 

基本利用料 ２，０００円 

利用負担金 ２００円 

処遇改善加算Ⅲ 所定単位数×１８．２％ 
 

（１）介護予防型訪問サービスが，介護保険の適用を受ける場合，原則として利用料の１割を

お支払い頂きます。ただし，事業対象者以外でまだ要介護認定を受けていない場合には，

サービス利用金額の全額をいったんお支払い頂きます。要支援または要介護の認定を受

けた後，自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い） 

（２）当事業者は，あなたに対しサービスの提供日，当月の利用料などの内訳を記載した利用

料明細書・請求書を作成して翌月１５日までに送付します。 

（３）毎月の利用料は，翌月２５日に預金引き落としの方法とします。 

（他のお支払い方法をご希望の方は，お申し出ください。） 

 

 

８．キャンセル料 
 

介護予防型訪問サービスをキャンセルした場合には，以下のとおりキャンセル料を頂きます。 

前日までのキャンセル 無料 

当日ヘルパー派遣後 交通費として一律３００円 

 

 

９．サービスの利用に関する留意事項 
 
（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に，担当の訪問介護員を決定します。ただし，実際のサービス提供にあ

たっては，複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。 
 

（２）契約者からの訪問介護員の交代の申し出 

選任された訪問介護員の交代を希望する場合には，当該訪問介護員が業務上不適当と認

められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして，事業所に対して訪問介護員の交

代を申し出ることができます。ただし，ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできませ

ん。 
 

（３）事業所からの介護員の交代の申し出 

事業所の都合により，訪問介護員を交代する事があります。訪問介護員を交代する場合

は契約者及びその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮しま

す。 
 

（４）ヘルパー訪問時返答がない場合    

声かけ，電話などをしても返答がない時は中に入り安否確認をします。また家族へ連絡

をします。 
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（５）備品等の使用 

介護予防型訪問サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気等を含む）は無

償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させて

いただきます。 

 

 

１０．保険給付のための証明書の交付 
 

サービス提供記録・サービス提供証明書が必要な場合は，いつでも開示し，希望により交付

しますのでお申し出ください。 

 

 

１１．損害賠償について 
 
   事業所の責任により契約者に生じた損害については，事業所は速やかにその損害を賠償しま

す。ただし，物損につきましては，古くなったもの（耐用年数を超え，風化したもの等）の破

損についての保証は出来ません。破損の恐れのあるもの，破損を絶対に避けたいものにつきま

しては，片付けるなどの対処をお願いします。 

 

 

１２．虐待の防止 

   利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために，次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止責任者の選定 

虐待防止責任者  理事 笹川 雅之 

  （２）虐待防止のための指針の整備 

  （３）従業者に対する虐待防止を普及・啓発するための研修の実施 

  （４）成年後見制度の利用を支援 

 

１３．第三者による評価の実施状況 
 

  １ あり   実施日    ：  年  月  日 

         評価機関名称 ： 

         結果の開示  ： 1 あり  2 なし 

  ２ なし 
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１４．苦情申し立て窓口 
 

常陸太田市社会福祉協議会 

『ご利用者相談窓口』 

窓口担当者 

総務グループ長 

井上 佳信 

常陸太田市稲木町３３ 

電話：０２９４－７３－１７１７ 

（平日８：３０～１７：００） 

ＦＡＸ：０２９４－７２－５４４９ 

メールアドレス：shakyou@axel.ocn.ne.jp 

生天目 操（第三者委員） 

 

常陸太田市下利員町１０５２ 

電話：０２９４－７６－１３５８ 

斎藤 広美（第三者委員） 常陸太田市徳田町１５００-１ 

電話：０２９４－８２－２６９７ 

常陸太田市 高齢福祉課 

常陸太田市金井町３６９０ 

電話：０２９４－７２－３１１１ 

（平日８：３０～１７：００） 

ＦＡＸ：０２９４－７０－１６００ 

茨城県国民健康保険団体 

連合会 介護保険課 

水戸市笠原町９７８－２６ 

電話：０２９－３０１－１５６５ 

（平日９：００～１７：００） 

ＦＡＸ：０２９－３０１－１５８０ 

メールアドレス：kaigo@ibaraki-kokuhoren.or.jp 

 

 

私は，本書面に基づいて説明を受けたことを確認します。 

 

    令和   年   月   日 

 

 

                 氏名            

 

署名代行者  氏名             

 

 

 

連絡先電話番号  ８０‐７０００ 

 


